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 令和５年12月つくば市議会定例会提出案件一覧（中間） 

・議案５件  

 

【議案５件】 

案件名 概    要 所管課 

議案第118号 

令和５年度つくば市

一般会計補正予算

（第６号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 歳入歳出予算を17億7,328万円増額し、総額を1,178億

7,527万5,000円とする。 

 

債務負担行為の設定 １件 

繰越明許費の設定  １件 

 

【歳入内訳】 

１ 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 

  補正予算額 16億1,573万7,000円 

 

２ 財政調整基金繰入金 １億1,914万7,000円 

 

【歳出内訳】 

１ 物価高騰対応重点支援給付金事業（社会福祉課） 

  物価高騰に伴う影響を受けている低所得世帯（非課税

世帯）に対し、1世帯当たり７万円を給付する。 

 

補正予算額 13億2,122万6,000円 

 

２ 介護保険サービス事業所等物価高騰対策支援事業(高齢

福祉課) 

  物価高騰の影響を受けている介護保険サービス事業所

等に対して、負担を軽減する支援を行い、介護保険サー

ビス体制維持を支援する。 

 

補正予算額 6,070万円 

 

３ 医療機関等物価高騰対策支援事業（健康増進課） 

  物価高騰の影響を受けている医療機関及び薬局に対し

て、負担を軽減する支援を行い、医療提供体制維持を支

援する。 

 

補正予算額 6,010万円 

 

 

 

 

財務部 

財政課 
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地方自治法 

第96条第１項第２号 

４ 保育施設等給食費物価高騰対策事業（公立保育所）

（幼児保育課） 

  食料品価格等の物価高騰の影響を受けている公立保育

所の給食材料費を増額し、食材費の増額分の負担を保護

者へ求めることなく、質の高い給食を継続して提供す

る。 

   

補正予算額 1,294万4,000円 

 

５ 保育施設等給食費物価高騰対策支援事業（民間保育施

設等）（幼児保育課） 

  食料品価格等の物価高騰の影響を受けている民間保育

施設等へ交付金を給付することで、質の高い給食の継続

提供を支援する。 

 

補正予算額 9,013万5,000円 

 

６ 洞峰公園の公園包括管理業務委託（公園・施設課） 

  茨城県からの無償譲渡後の洞峰公園の公園維持運営管

理を委託（令和６年２月～令和７年３月）する。また、

洞峰公園協議会を設立し、今後の運営方法を検討する。 

 

補正予算額 5,998万8,000円 

 

財務部 

財政課 

 

 

議案第119号 

令和５年度つくば市

水道事業会計補正予

算（第３号） 

 

地方公営企業法 

第８条第１項及び 

地方自治法 

第96条第１項第２号 

収益的収入を4,006万3,000円増額し、総額を62億

9,377万円とする。 

 

【補正の内容】 

１ 収益的収入 

他会計補助金 4,006万3,000円 

  国からの物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

の追加交付に伴い、一般会計を通して収入するもの 

 

上下水道局 

水道総務課 

議案第120号 

令和５年度つくば市

下水道事業会計補正

予算（第２号） 

 

地方公営企業法 

第８条第１項及び 

地方自治法  

第96条第１項第２号 

収益的収入を3,058万6,000円増額し、総額を109億

7,469万3,000円とする。 

 

【補正の内容】 

１ 収益的収入 

他会計補助金 3,058万6,000円 

  国からの物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

の追加交付に伴い、一般会計を通して収入するもの 

 

上下水道局 

下水道総務

課 
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議案第121号 

つくば市都市公園条

例の一部を改正する

条例について 

 

 

地方自治法 

第96条第１項第１号 

茨城県から洞峰公園の無償譲渡を受け、市で維持管理し

ていくため、条例の一部を改正するもの 
 

［主な改正の内容］ 

・茨城県から洞峰公園の無償譲渡を受けるため、必要な

事項を定める。 

 

建設部 

公園・施設

課 

議案第122号 

サイクルパークつく

ばの指定管理者の指

定について 

 

 

 

 

 

 

地方自治法 

第244条の２第６項 

 「つくば市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関す

る条例」に基づき選定された、有限会社スペースプロジェ

クトを令和６年度から３か年の期間、サイクルパークつく

ばの指定管理者として指定するもの 
 
１ 施設名称 サイクルパークつくば 
２ 指定管理者 茨城県つくば市今鹿島2500番地５ 

        有限会社スペースプロジェクト 

        取締役 佐藤 成彦 

３ 管理期間 令和６年４月１日から令和９年３月31日

まで 

都市計画部 

サイクルコ

ミュニティ

推進室 

 


